
１ －   － 

バス運転者の労働時間等の 

 改善基準のポイント 
厚生労働省労働基準局 

はじめに 

バス運転者の労働条件の改善を図るため、労働大臣告示「自動車運転者の労働時間等の改善

のための基準」（改善基準告示）が策定されています。以下はそのポイントです。 

改善基準告示は、自動車運転者の労働の実態を考慮し、拘束時間、休息期間等について基準

を定めています。 

始業時刻から終業時刻までの時間で、労働時間と休憩時間（仮眠時間を含む）の合計時間

をいいます。 

拘束時間・休息期間 ポイント 1

（1）拘束時間は以下のとおりです 

勤務と次の勤務の間の時間で、睡眠時間を含む労働者の生活時間として、労働者にとって

全く自由な時間をいいます。 

（2）休息期間は以下のとおりです 

終業 

始業 

終業 

始業 

休息期間 

拘束時間 

休息期間 
休憩時間（仮眠時間を含む） 

作業時間（運転・整備等） 

手待ち時間（客待ち等） 

※ 労働時間には、時間外労働時間と休日労働時間が含まれま

すので、その時間数・日数をできるだけ少なくして、改善基

準告示に定める拘束時間内の運行、休息期間の確保に努めて

下さい。 

労働時間 

時間外労働時間 
休日労働時間  
を含む。 



２ －   － 

① ４週間を平均した１週間当たりの拘束時間は原則として６５時間が限度です。 

② ただし、貸切バスを運行する営業所において運転の業務に従事する者、貸切バスに乗務

する者及び高速バスの運転者について、書面による労使協定（Ｐ１０参照）を締結した場合に

は、５２週間のうち１６週間までは、 ４週間を平均した１週間当たりの拘束時間を７１．５時間まで

延長することができます（図１参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（労使協定で定める事項） 

 ・ 協定の適用対象者 

 ・ ４週間を平均した１週間当たりの拘束時間が６５時間を超えることとなる「４週間」及

 びその「４週間」における１週間当たりの拘束時間 

 ・ 当該協定の有効期間 

 ・ 協定変更の手続等 

拘束時間と休息期間は表裏一体のものであり、１日とは始業時刻から起算して２４時間をい

いますので、結局、１日（２４時間）＝拘束時間（１６時間以内）＋休息期間（８時間以上）となり

ます（図２参照）。 

拘束時間の限度＝休息期間の確保 ポイント ２ 
（1）４週間を平均した１週間当たりの拘束時間は以下のとおりです 

① １日（始業時刻から起算して２４時間をいいます。以下同じ）の拘束時間は１３時間以内を基

本とし、これを延長する場合であっても１６時間が限度です。ただし、（４）の制限があります

。 

② １日の休息期間は継続８時間以上必要です。 

（2）１日の拘束時間と休息期間は以下のとおりです 

（図１） １週間当たり７１．５時間 
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２ －   － 

① ４週間を平均した１週間当たりの拘束時間は原則として６５時間が限度です。 

② ただし、貸切バスを運行する営業所において運転の業務に従事する者、貸切バスに乗務

する者及び高速バスの運転者について、書面による労使協定（Ｐ１０参照）を締結した場合に

は、５２週間のうち１６週間までは、 ４週間を平均した１週間当たりの拘束時間を７１．５時間まで

延長することができます（図１参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（労使協定で定める事項） 

 ・ 協定の適用対象者 
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拘束時間の限度＝休息期間の確保 ポイント ２ 
（1）４週間を平均した１週間当たりの拘束時間は以下のとおりです 
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３ －   － 

① ４週間を平均した１週間当たりの拘束時間が改善基準告示を満たしているかどうかは、４週間
の各勤務の拘束時間（始業時刻から終業時刻まで）をそのまま合計してチェックしてください。 

  ただし、後述の「ポイント５・特例」の（１）分割休息期間を与える場合（休息期間を拘束時間の途中及び拘束時間の経過直後に分割して与える
場合）、（４）フェリーに乗船する場合の特例（フェリー乗船時間が２時間以上の場合であって、フェリー乗船時間のうち２時間を拘束時間として
取り扱い、その他の時間を休息時間として取り扱う場合）は、始業時刻から終業時刻までの間にある休息期間を除いて計算します。 

（3）拘束時間・休息期間の計算方法は以下のとおりです 

月 火 水 

８：００ ０：００ ６：００ ２１：００ ８：００ ０：００ ６：００ ２２：００ 

始業 始業 始業 終業 終業 

拘束時間（１３） 拘束時間 拘束時間（１６） 休息期間（９） 休息期間（８） 

２４時間 

２４時間 

（図３） 

色をつけた部分は月曜日に始まる勤務の拘束時間と火曜日に始まる勤務の拘束時間が重なる時間帯 

  
  図３に沿って具体的に示すと次のようになります。 
 ア ４週間の各勤務の拘束時間（始業時刻から終業時刻まで）をそのまま合計 
  ・月曜日 始業８：００～終業２１：００    １３時間 
  ・火曜日 始業６：００～終業２２：００    １６時間 
 
   合 計  A 時間   

・ ・ ・ ・ ・ ・ 

    ※ ４週間の各勤務の拘束時間の合計  A  時間≦４週間の拘束時間の限度（原則６５時間×４週＝
    ２６０時間、労使協定があるときは（１）の②の条件下で２８６時間まで）であれば、改善基準告示
    を満たしています。 

（図２） 

８：００ 

２４：００ 

１：００ ２１：００ ７：００ ９：００ 

８：００ 
始業 終業 

拘束時間１３時間 ○ 休息期間１１時間 ○ ○ 

休息期間８時間 ○ 拘束時間１６時間 ○ ○ 

休息期間８時間 ○ 拘束時間１７時間 × × 

※ 拘束時間１６時間 ○ × 

休息期間７時間 × 

休息期間７時間 × 

拘束時間１７時間 × × 

※この場合、翌日の始業時刻が７：００とすると拘束時間が１６時間＋１時間＝１７時間となり、改善基準告示違反となりますのでご留意ください。 



４ －   － 

② １日の拘束時間が改善基準告示を満たしているかどうかは、始業時刻から起算した２４時間以内
の拘束時間によりチェックしてください。 

 
  図３に沿って具体的に示すと次のとおりになります。 

（4）１週間における１日の拘束時間延長の回数の限度は以下のとおりです 

 
 ア 月曜日（始業時刻８：００からの２４時間）の拘束時間・休息期間 
  ・月曜日 始業 ８：００～終業２１：００ 
   火曜日 始業 ６：００～８：００ 
  ・月曜日 終業２１：００～翌６：００ 
 
 イ 火曜日（始業時刻６：００からの２４時間）の拘束時間・休息期間 
  ・火曜日  ６：００～２２：００             拘束時間 
  ・火曜日 ２２：００～翌６：００             休息期間 
 
※ 上記ア、イについては、共に改善基準告示を満たしていますが、アのように、翌日の始業時刻
が早まっている場合（月曜日は始業時刻８：００だが、火曜日は始業時刻６：００）は、月曜の始業時刻
から２４時間内に、火曜日の６：００～８：００の２時間も入れてカウントされますので、１日の拘束時間
は、改善基準告示に定める原則１３時間ではなく、１５時間になることに注意してください。一方、
火曜日は始業時刻が６：００ですので、始業時刻から２４時間内には（当然のことながら）６：００～
８：００の２時間はカウントされます。 
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１６時間 
８時間 

 

拘束時間 １５時間 
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  １日の拘束時間を原則１３時間から延長する場合であっても、１５時間を超える回数は１週

間につき２回が限度です。このため、休息期間が９時間未満となる回数も１週間につき２

回が限度となります。 

  したがって、片道拘束１５時間を超える長距離の往復運行は１週につき１回しかできず、

改善基準告示に違反しないためには一定の工夫が必要です（図４参照）。 

  上の〈例１〉及び〈例２〉は、１日１５時間を超える勤務が月曜日及び火曜日に２回ある例です。 
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※ 上記「休日」とは、改善基準告示上の休日を示しています（（６）参照）。 

（図４） 



４ －   － 

② １日の拘束時間が改善基準告示を満たしているかどうかは、始業時刻から起算した２４時間以内
の拘束時間によりチェックしてください。 
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※ 上記「休日」とは、改善基準告示上の休日を示しています（（６）参照）。 

（図４） 

５ －   － 

 なお、〈例 2 〉の水曜日に始まる勤務の１日の拘束時間は、同日の始業時刻8：00から21：00
までの13時間と、木曜日の 6：0 0 から 8：0 0 までの 2 時間の合計15時間となり、また、木曜
日に始まる勤務の１日の拘束時間は、同日の始業時刻6：００から21：00までの15時間とな
ります。 

 〈例３〉及び〈例４〉は、１日15時間を超える勤務が月曜日、火曜日及び水曜日に3回ある例で

す。なお、〈例４〉の水曜日に始まる勤務の１日の拘束時間は、同日の2 2： 0 0までの14時間と、
木曜日の6：0 0から8：0 0までの2時間の合計16時間となることに注意してください。 

 休息期間については、運転者の住所地での休息期間が、それ以外の場所での休息期間より

長くなるよう努めてください。 

（5）休息期間の取扱いは以下のとおりです 

 休日は、休息期間＋24時間の連続した時間をいいます。ただし、いかなる場合であっても、
この時間が30時間を下回ってはなりません（図５参照）。 
 すなわち、休息期間は原則として８時間確保されなければならないので、休日は、「休息
期間8 時間＋24時間＝32時間」以上の連続した時間となります。また、後述の「ポイント５
・特例」の（３）隔日勤務の場合、20時間以上の休息期間が確保されなければならないので、
休日は、「休息期間20時間＋24時間＝44時間」以上の連続した時間となります。よって、こ
れらの時間数に達しないものは休日として取り扱われません。 
 なお、後述の「ポイント５・特例」の（１）分割休息期間、（２）２人乗務の特例、（４）フェリ
ーに乗船する場合の特例については、休息期間に２４時間を加算しても30時間に満たない場合
がありますが、この場合でも、30時間以上の連続した時間を与えなければ休日として取り扱
われません。 
 
 
 
 
 なお、２日続けて休日を与える場合は、２日目は、連続24時間以上あれば差し支えありま
せん。 

（6）休日の取扱いは以下のとおりです 

月 

火 

水 

木 

金 

土 

日 

０：００ 

０：００ 

０：００ 

０：００ 

０：００ 

０：００ 

０：００ 

２４：００ 

２４：００ 

 

 

 

２４：００ 

２４：００ 

 

    ２４：００ 

 ２３：００ 

２１：００ 

 

 ８：００ 

 ８：００ 

 ８：００ 

 ８：００ 

 ８：００ 

拘束時間（１６） 

拘束時間（１６） 休息（８） 

休息（８） 

休息（８） 

休息（９） 

 休息 

 休日 

   拘束時間（１６） 

拘束時間（１５） 

拘束時間（１３） 

休日 

休日 

〈例３〉× 

月 

火 

水 

木 

金 

土 

日 

０：００ 

０：００ 

０：００ 

０：００ 

０：００ 

０：００ 

０：００ 

２４：００ 

２４：００ 

 

 

 

２４：００ 

２４：００ 

 

 ２２：００ 

２１：００ 

２１：００ 

 

 ８：００ 

 ８：００ 

 ８：００ 

 ８：００ 

 ８：００ 

拘束時間（１６） 

拘束時間（１６）  休息（８） 

 休息（８） 

休息（８）  （２） 

 休息（１１） 

  休息 

休息 

休日 

拘束時間（１4） 

拘束時間（１３） 

拘束時間（１３） 

休日 

休 日 

休日 

〈例４〉× 

６：００ 

 

※ 上記「休日」とは、改善基準告示上の休日を示しています（（６）参照）。 

拘束 休息 ２４時間 拘束 

０：００ ８：００ ０：００ ８：００ 

拘束 休息 １６時間 拘束 

０：００ ８：００ ０：００ ８：００ 

○ × 

（図５） 

改善基準告示上、休日として 
取り扱われる時間 

休 日 



６ －   － 

 １日当たりの運転時間の計算に当たっては、特定の日を起算日として２日ごとに区切り、

その２日間の平均とすることが望ましいですが、この特定日の最大運転時間が改善基準告示に

違反するか否かは、 

がともに９時間を超える場合は改善基準告示に違反し、そうでない場合は違反とはなりません。 

 これを図示すると図６のようになります。 

運転時間の限度 ポイント ３ 
（1）１日の運転時間は２日（始業時刻から起算して４８時間をいいます。以下同じ）平均 

   で９時間が限度です 

（特定日の前日の運転時間）＋（特定日の運転時間） 

２ 
と、 

（特定日の運転時間）＋（特定日の翌日の運転時間） 

２ 
 

（図６） 
特定日の前日 

運転時間９時間 運転時間９時間 運転時間１０時間 

特 定 日 特定日の翌日 
○ 

特定日の前日 

運転時間１０時間 運転時間９時間 運転時間１０時間 

特 定 日 特定日の翌日 
× 

特定日の前日 

運転時間１０時間 運転時間８時間 運転時間１０時間 

特 定 日 特定日の翌日 
○ 

（2）４週間を平均した１週間当たりの運転時間の限度は以下のとおりです 

① ４週間を平均した１週間当たりの運転時間は原則として４０時間が限度です。 

② 貸切バスを運行する営業所において運転の業務に従事する者、貸切バスに乗務する者及

び高速バスの運転者について、書面による労使協定（Ｐ１０参照）を締結した場合には、５２週

間のうち１６週間までは、５２週間の運転時間が２，０８０時間を超えない範囲内において、４週間

を平均した１週間当たりの運転時間を４４時間まで延長することができます（図７参照）。 
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（図６） 
特定日の前日 

運転時間９時間 運転時間９時間 運転時間１０時間 

特 定 日 特定日の翌日 
○ 

特定日の前日 

運転時間１０時間 運転時間９時間 運転時間１０時間 

特 定 日 特定日の翌日 
× 
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○ 

（2）４週間を平均した１週間当たりの運転時間の限度は以下のとおりです 

① ４週間を平均した１週間当たりの運転時間は原則として４０時間が限度です。 

② 貸切バスを運行する営業所において運転の業務に従事する者、貸切バスに乗務する者及

び高速バスの運転者について、書面による労使協定（Ｐ１０参照）を締結した場合には、５２週

間のうち１６週間までは、５２週間の運転時間が２，０８０時間を超えない範囲内において、４週間

を平均した１週間当たりの運転時間を４４時間まで延長することができます（図７参照）。 

７ －   － 

・ 協定の適用対象者 

・ ４週間を平均した１週間当たりの運転時間が４０時間を超えることとなる「４週間」及び

 その「４週間」における１週間当たりの運転時間 

・ 当該協定の有効期間 

・ 協定変更の手続等 

（図８） 

（図９） 

（3）連続運転時間は４時間が限度です 

運転開始後４時間以内又は４時間経過直後に運転を中断して３０分以上の休憩等を確保して

ください（図８参照）。 

ただし、運転開始後４時間以内又は４時間経過直後に運転を中断する場合の休憩等について

は、少なくとも１回につき１０分以上としたうえで分割することもできます（図９参照）。 

４時間 ３０分 ○ 

○ 

○ 

× 

× 

１時間２０分 １０分 １時間２０分 １０分 １時間２０分 １０分 

２時間４０分 ２０分 １時間２０分 １０分 

４時間１０分 ３０分 

１時間２５分 １時間２５分 ５分 ５分 １時間１０分 ２０分 

運転時間 休憩時間 

（労使協定で定める事項） 

１週当たり４４時間 

１週当たり４０時間 

第１ 
４週 
１６０ 
時間 

第２ 
４週 
１５２ 
時間 

第３ 
４週 
１６０ 
時間 

第４ 
４週 
１６８ 
時間 

第５ 
４週 
１７６ 
時間 

第６ 
４週 
１６０ 
時間 

第７ 
４週 
１６８ 
時間 

第８ 
４週 
１６８ 
時間 

第９ 
４週 
１４４ 
時間 

第１０ 
４週 
１６０ 
時間 

第１ 
４週 
１５２ 
時間 

第１２ 
４週 
１６０ 
時間 

第１３ 
４週 
１５２ 
時間 

※  は４０時間を超え 
 る月 

（５２週間で２，０８０時間以内） 

（図７） 
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１５ 

１日 

各日の拘束時間 
累計の拘束時間 

２日 ３日 ４日 ５日 ６日 
（休日） 

２６日 ２７日 ２８日 

１４ 

１８ 

１６時間 

８時間 

１３ 

１５ １４ 

８ 

１７ 
１６ 

１１ 

１５ 
１５ 

１４ 
２９ 

１８ 
４７ 

１３ 
６０ 

１５ 
７５ 

１４ 
８９ 

８ 
２３２ 

１７ 
２４９ 

１６ 
２６５ 

色をつけた部分から休憩時 
間を引いた部分が時間外・ 
休日労働 

※１１時間の時点で 
 月２６０時間に達 
 しています。 

※この図は、４週間を平均した１週間当たりの拘束時間が６５時間で、変形労働時間制が採用されていない場合のも 
 のです。 

業務の必要上、勤務の終了後継続した８時間以上の休息期間を与えることが困難な場合に

は、当分の間、一定期間（原則として２週間から４週間程度）における全勤務回数の２分の１

の回数を限度として、休息期間を拘束時間の途中及び拘束時間の経過直後に分割して与える

ことができます。 

この場合、分割された休息期間は、１日において１回当たり継続４時間以上、合計１０時間

以上でなければなりません。 

（1）休息期間分割の特例があります 

ポイント 5 特 例 

ポイント 4 時間外労働及び休日労働の限度 

時間外労働及び休日労働は１日の最大拘束時間（１６時間）、４週間の拘束時間（原則２６０時間、

労使協定があるときはポイント２（１）の条件の下で２８６時間まで）が限度です（図１０参照）。な

お、時間外労働及び休日労働を行う場合には、労働基準法第３６条第１項に基づく時間外労働

及び休日労働に関する協定届（Ｐ１１参照）を労働基準監督署へ届け出てください。 

（1）時間外労働及び休日労働の拘束時間の限度は以下のとおりです 

休日労働は２週間に１回が限度です。 

（2）休日労働の限度は以下のとおりです 

（図１０） 

（最大拘束時間） 

（法定労働時間） 
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時間外労働及び休日労働は１日の最大拘束時間（１６時間）、４週間の拘束時間（原則２６０時間、

労使協定があるときはポイント２（１）の条件の下で２８６時間まで）が限度です（図１０参照）。な

お、時間外労働及び休日労働を行う場合には、労働基準法第３６条第１項に基づく時間外労働

及び休日労働に関する協定届（Ｐ１１参照）を労働基準監督署へ届け出てください。 
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（2）休日労働の限度は以下のとおりです 

（図１０） 

（最大拘束時間） 

（法定労働時間） 

９ －   － 

（2）２人乗務の特例があります 

運転者が同時に１台の自動車に２人以上乗務する場合（ただし、車両内に身体を伸ばして

休息することができる設備がある場合に限る）においては、１日の最大拘束時間を２０時間ま

で延長でき、また、休息期間を４時間まで短縮できます。 

（4）フェリーに乗船する場合の特例があります 

運転者が勤務の中途においてフェリーに乗船する場合には、フェリー乗船時間のうち２時

間（フェリー乗船時間が２時間未満の場合には、その時間）については拘束時間として取り

扱い、その他の時間については休息期間として取り扱います。 

フェリー乗船時間が２時間を超える場合には、上記により休息期間とされた時間を休息期

間８時間（２人乗務の場合４時間、隔日勤務の場合２０時間）から減じることができます。 

ただし、その場合においても、減算後の休息期間は、２人乗務の場合を除き、フェリー下

船時刻から勤務終了時刻までの間の時間の２分の１を下回ってはなりません。 

（3）隔日勤務の特例があります 

業務の必要上やむを得ない場合には、当分の間、次の条件の下に隔日勤務に就かせること

ができます。 

① ２暦日における拘束時間は、２１時間を超えないこと。 

ただし、事業場内仮眠施設又は使用者が確保した同種の施設において、夜間に４時間以上

の仮眠時間を与える場合には、２週間について３回を限度に、この２暦日における拘束時間

を２４時間まで延長することができます。 

この場合においても、２週間における総拘束時間は１２６時間が限度です。 

② 勤務終了後、継続２０時間以上の休息期間を与えること。 

改善基準告示の詳細及び不明な点については、最寄りの都道府県労働局、労働基準監督

署にお問い合わせ下さい。 

















































































































































点検結果

１．

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

２．

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

（9)

(10)

３．

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

４．

(1)

(2)

(4)

(5)

(6)

５．

(1)

(2)

(3)

(4)

６．

(1)

(2)

(3)

７．

(1)

(2)

(3)

(4)

　貸切バス事業者においては損害賠償責任保険のてん補する額に制限がない内容となっているか。

　貸切バス事業者において、乗客等の安全・安心の観点から、運賃・料金制度を遵守しているか。

　「自動車運送事業者等用緊急時対応マニュアル」にある速報対象となる事故・事件が発生した場合、当該マニュアルに従い、速やかに各地方運輸支局
等緊急連絡担当先へ連絡できる体制を整えているか。

　自然災害・事故・事件等発生時（テロ発生時を除く。）において、連絡通報体制、避難誘導体制が機能するよう、実践的な訓練を実施しているか。

　自然災害・事故・事件等発生時（テロ発生時を除く。）における対応措置（連絡通報体制、避難誘導体制等）を整備・構築しているか。

　自然災害・事故・事件等発生時の乗客等の安全確保のための通報・連絡・指示体制の整備・構築状況

　 インフルエンザ等の流行に備え、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続の
ための方法、手段等を取り決めておく事業継続計画、または対応マニュアルが策定されているか。

　職場内におけるうがい、手洗い及び消毒用アルコールを使用した手指消毒の徹底が図られているか。

　ポスター類の掲示、放送等により、公共交通機関の車内・構内等におけるマスク着用、咳エチケット等を呼びかけているか。

　新型インフルエンザ等対策の実施状況

　バスジャックを想定した実践的な訓練を年１回以上実施しているか。

　乗客等の安全・安心確保のため、テロ発生時における通報・連絡・指示体制や、車内放送、貼り紙等による不審者・不審物発見時の協力要請などテロ
防止の取組が実態に即した形で確立されているか。

　不審者情報の入手及び不審な宅配便等貨物を発見した場合の警察への連絡等適切に対応できる体制が整っているか。また、車両、身分証明書、制
服等の管理及び盗難・紛失等の警察への連絡が徹底されているか。

　始業・終業時等における車内の点検、終業後のドアロック及び営業所・車庫内外・主要駅のバス停等の巡回が徹底して実施されているか。

　テロ防止のための警戒体制の整備状況や乗客等の安心確保のための取組、テロ発生時の通報・連絡・指示体制の整備状況及びテロ発生を想定し
た訓練の実施状況

死傷事故等を防止するための安全対策の実施状況

　シートベルトを座席に埋没させないなど、シートベルトを乗客が常時着用することができる状態にしてあるか。

　リーフレットを待合室や営業所へ備付けることや安全キャンペーンでの街頭配布等あらゆる機会を捉え、シートベルト着用の励行を周知しているか。

　車輪脱落事故や車両火災をはじめとした整備不良事故を防ぐため、自動車点検基準に基づく日常点検及び定期点検整備が実施されているか。また、
自動車の点検整備等に関する社内規程の内容について、整備管理者等への周知徹底が図られているか。

　「乗合バスの車内事故を防止するための安全対策実施マニュアル」等を活用し、車内事故防止のための安全対策を図っているか。

　事故が発生した際は、その事故の実態を確実に把握し、十分な指導・監督を行うなど事故防止対策が図られているか。

　適性診断結果を活用した指導を行っているか。特に高齢の運転者に対し、加齢に伴う身体機能の変化の程度に応じた安全な運転方法について指導を
行っているか。

　点呼の際、運転者の運転免許証の携行、有効期限の確認を確実に行っているか。

　点呼の実施、運転者に対する指導監督及び車両の日常点検整備、定期点検整備等の実施状況

関係法令等を十分に確認し業務にあたってください。

　制限速度の遵守をはじめとした道路交通法等の法令遵守の徹底を図っているか。

　発車前に乗客のシートベルト着用状況を目視等により確認しているか（交替運転者や添乗員の補助を得ることも可）。

自己点検表 【事業者（経営者） 編】

健康管理体制の状況

　運転者の健康増進・管理を支援し確実なものとするため、日常の健康管理や運転者の体調異常やその前兆の検知等に資する機器等を導入している
か。

　脳・心疾患や睡眠障害等の運転に支障を及ぼすおそれのある疾病等の着実かつ早期の発見のため、当該疾病に関するスクリーニング検査等を運転
者に受診させているか。

　運転中に体調が急変し運行に悪影響を及ぼす場合に備え、「事業用自動車の運転者の健康管理マニュアル」に記載されている判断目安により判断を
行い、即座の運転中止、休憩の確保、運行管理者への報告等必要な措置を講じる必要があることを運転者に周知しているか。

　乗務前点呼において、「事業用自動車の運転者の健康管理マニュアル」に記載されている乗務中止の判断目安等に従って、運転者が安全に乗務でき
る健康状態かどうかを判断し、乗務の可否を決定しているか。

　医師からの意見等を勘案し、運転者について、乗務の継続、業務転換、乗務時間の短縮、夜間乗務の回数の削減等の就業上の措置を決定するととも
に、当該運転者の健康状態を継続的に把握しているか。

　定期健康診断において、要再検査や要精密検査、要治療の所見がある場合には、当該運転者に医師の診断等を受けさせ、医師の判断により必要に
応じて、所見に応じた検査を受診させるとともに、これらの結果を把握し、医師から結果に基づく運転者の乗務に係る意見を聴取しているか。

　「事業用自動車の運転者の健康管理マニュアル」に基づき、運転者の健康管理の必要性を認識しているか。

旅客運送事業者が遵守する法令等がすべて記載されているわけではありません。

　腐食が疑われる場合には、整備の必要性について整備工場等に相談し、必要な防錆措置又は整備を行っているか。

　バスの車両火災を防止するため、特に車齢の高い車両に対して、日常点検整備及び定期点検整備の点検項目以外の火災の原因となり得る個所の点
検を行っているか。

　車両管理の実施状況

　日常点検、定期点検を確実に実施しているか。

　車枠・車体の腐食による事故を防止するため、主要骨格部分を含む自動車部品を点検ハンマーによる打音検査を実施するほか、各自動車メーカーが
提供している情報を参考に腐食の有無等について点検を行っているか。

　新たに雇い入れた運転者であって、過去３年以内に同一の種類の事業の事業用自動車の運転者として選任されていた者についても、過去の経歴・運
転経験を把握したうえで、乗務させようとする車種区分にかかる運転経験が十分でない場合には、当該車種区分の事業用自動車を運転させ、添乗等に
より安全な運転方法を指導しているか。

　新たに雇い入れた運転者以外の運転者についても、乗務させようとする車種区分にかかる運転経験が十分でない場合には、必要に応じ、当該車種区
分の事業用自動車を運転させ、添乗等により安全な運転方法を指導しているか。

　添乗等による指導のほか、参加・体験・実践型の指導及び監督の手法や、自動車安全運転センターや自動車教習所等の外部機関を積極的に活用す
るよう努めているか。

問題点があればその内容と講じた措置等点　　検　　項　　目

　シートベルト着用を促すリーフレットを座席ポケット等乗客の目につく部分に備付け、乗客へのシートベルト着用の注意喚起を行っているか。

　車内放送等により乗客にシートベルト着用を促しているか。

　乗務員に対し、適正にシートベルトを着用することを指導しているか。

　適性診断結果を活用した指導を行っているか。特に、安全態度や注意の配分が低い運転（脇見運転など）をし易い傾向にある運転者に対して自覚を促
すなどの、安全な運転方法について指導を行っているか。

　右左折時において、周囲の交通状況を十分確認するよう指導しているか。

　夕暮れ時の早めの前照灯点灯及び夜間のハイビームの活用を指導しているか。



点検結果

（車掌の乗務）

運輸規則１５

運輸規則２０ （異常気象時
等における措
置）運輸規則２１ （過労防止等）

運輸規則２１－２

運輸規則２１－４

運輸規則２４－３

運輸規則２１－５

運輸規則２１－６

運輸規則２４－１ （点呼等）

運輸規則２４－２

運輸規則２４－１、２４－２

運輸規則２４－４

運輸規則２４－４

運輸規則２４－４

運輸規則２５ （乗務記録）

運輸規則２５

運輸規則２６－１

運輸規則２６の２ （事故の記録）

運輸規則２８ （経路の調査
等）

運輸規則２８の２ （運行指示書
による指示等）

運輸規則２８の２

解釈運用通達２８の２
（１）

運輸規則３５ （運転者の選
任）

運輸規則３５

運輸規則３６－１

運輸規則３７－１ （乗務員台帳及
び乗務員証）

運輸規則３７－２

運輸規則３８－１ （従業員に対す
る指導監督）

運輸規則３８－２

運輸規則３８－４

運輸規則４３－２

解釈運用通達２１の２
（２）①

解釈運用通達２１の２
（２）②

解釈運用通達４７の９
（６）（７）

解釈運用通達２４（１）③

旅客運送事業者が遵守する法令等がすべて記載されているわけではありません。
関係法令等を十分に確認し業務にあたってください。

運行中の乗務員と携帯電話・業務用無線等乗務員と直接対話できるものを用いて、必要な指示等を行える連絡体制は
できているか。

乗合・貸切バス事業者の運行管理者は、運行中少なくとも一人の運行管理者が運転に従事しない体制ができている
か。

点呼簿を１年間保存しているか。また保存の管理体制は整っているか。

点呼の実施結果を点呼簿に記載しているか。また記載内容は法令で定められた事項を網羅しているか。

乗務後に、対面点呼を実施しているか。
・日常点検の実施状況の確認。
・アルコールチェッカーを使用しての酒気帯びの確認。
・疾病、疲労、薬物、睡眠不足等の確認。

遠隔地で乗務が終了、開始する場合は、電話点呼を実施しているか。また、アルコールチェッカーを携行させ、電話点
呼の際、アルコールチェッカーの数値を報告させているか。

乗務前に、対面点呼を実施しているか。
・日常点検の実施状況の確認。
・アルコールチェッカーを使用しての酒気帯びの確認。
・疾病、疲労、薬物、睡眠不足等の確認。

自己点検表 【運行管理者 編】

定員１１人以上に車掌を乗務させなければ運行してはならない。

点呼時に確実にアルコールチェッカーを使用しているか。また酒気を帯びた乗務員を乗務させていないか。

休憩・仮眠施設が有効に利用できるように、寝具等が清潔に保たれているか。

改善基準告示（千葉労働局の資料）で定められた勤務時間及び乗務時間の範囲内において乗務割を作成し、運転者
を乗務させているか。

天災その他の理由により輸送の安全に支障が生じるおそれがあるときは、乗務員に対する必要な指示その他輸送の
安全のために措置を講じているか。

・ワンマン基準に適合していない車両。
・道路及び交通の状況並びに輸送の状態により運転上の危険があるとき。
・旅客の利便を著しく阻害するおそれがあるとき。

問題点があればその内容と講じた措置等点　　検　　項　　目

運行管理者の職務（旅客自動車運送事業運輸規則第４８条他抜粋）

運転者として選任された者以外に運転させていないか。

運行指示書と異なる運行を行う場合には、原則として、運行管理者の指示に基づいて行っているか。

運転者毎に、法令で定められた事項を記載し、所定の写真を張り付けた一定の様式の乗務員台帳を作成し、運転者の
所属する営業所に備え置いているか。

以下の者を運転者に選任していないか。
・日々雇い入れられる者。
・２ヶ月以内の期間を定めて使用される者。
・試みの使用期間中の者（１４日を超えて引き続き使用される者を除く）。
・１４日未満の期間ごとに賃金を支払い（仮払い、前貸しその他の方法による金銭の授受で会って実質的に賃金の支払
いと認められる行為を含む。）を受ける者。

事業計画の遂行に十分な数の運転者を常時選任しているか。

補助者を選任し、点呼の一部を行わせる場合であっても、運行管理者が行う点呼は、点呼総回数の少なくとも３分の１
以上になっているか。

運行管理補助者に対する指導を行っているか。

踏切警手の配置されていない踏切を通過する場合は、赤色合図灯等の非常信号用具を備えているか。

非常信号用具、非常口及び消火器の取扱いについて適切な指導をしているか。

「告示：旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」に基づいて、以下の運
転者に対して特別な指導を行い、かつ、国土交通大臣が告示で定める適性診断（特定診断、初任診断、適齢診断）を
受診させているか。
・死者又は重傷者が生じた事故を引き起こした者。
・運転者として新たに雇い入れた者。
・高齢者（６５歳以上）

「告示：旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」に基づいて、運転者に
対し、適切な指導監督を行い、法令で定められている事項を記録し、３年間保存されているか。

運転者が転任、退職その他の理由により運転者でなくなったときは、直ちに乗務員台帳に運転者でなくなった年月日及
び理由を記載し、３年間保存しているか。

アルコールチェッカーの点検を行っているか（毎日行う事項及び少なくとも週１回行う事項）。

点呼簿に記載漏れ、または虚偽の記載はないか。

運行指示書を１年間保存しているか。

法令で定められた事項を記載した運行指示書を作成し運転者に適切な指示を行うとともに、運転者に携行させている
か。

主な経路における道路及び交通の状況を事前に調査し、その経路の状況に適したバスを使用しているか。

交通事故が発生した場合は、法令で定められている事項を記録し、３年間保存されているか。

確実に運行記録計を使用させているか。また１年間保存しているか。
・乗合（運行経路１００ｋｍ超）
・貸切（全車）

乗務日報を１年間保存しているか。また保存の管理体制は整っているか。

乗務員に乗務日報を記載させているか。また記載内容は法令で定められた事項を網羅しているか。

「高速乗合バス及び貸切バスの交替運転者の配置基準について」に基づき、交替運転者を乗務させているか。

乗務員の健康状態の把握に努め、疾病、疲労、薬物、睡眠不足のおそれのある乗務員を乗務させていないか。
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